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　　　　　　　　　　教育委員会規則

へき地等学校等を指定する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年 3 月31日

高知県教育委員会委員長　小島　一久

高知県教育委員会規則第 4 号

へき地等学校等を指定する規則の一部を改正する規則

へき地等学校等を指定する規則（平成16年高知県教育委員会規則第 2 号）の一部を次のように改

正する。

別表第 1 の 1 級の室戸市の項を次のように改める。

室戸市 佐喜浜小学校

三高小学校

中川内小学校

佐喜浜中学校

中川内中学校

室戸市東部学校給食センター

昭和47年 5 月 1 日

平成22年 4 月 1 日

昭和34年 4 月 1 日

昭和47年 5 月 1 日

昭和34年 4 月 1 日

昭和49年11月 1 日

別表第 1 の 1 級の宿毛市の項及び土佐清水市の項を次のように改める。

宿毛市

土佐清水市

橋上中学校

布小学校 

足摺岬小学校

下川口小学校

貝ノ川小学校

布中学校

下川口中学校

貝ノ川中学校

平成22年 4 月 1 日

昭和34年 4 月 1 日

平成 2 年 1 月 1 日

〃

昭和34年 4 月 1 日

〃

昭和47年 5 月 1 日

昭和34年 4 月 1 日

別表第 1 の 1 級の吾川郡のいの町の項を次のように改める。

いの町 勝賀瀬小学校

柳瀬小学校

出来地小学校

三水小学校

清水第一小学校

平成16年10月 1 日

〃

〃

〃

〃

別表第 1 の 1 級の高岡郡の檮原町の項を次のように改める。

檮原町 檮原小学校

檮原中学校

檮原町立学校給食檮原共同調理場

昭和47年 5 月 1 日

昭和46年 6 月 1 日

昭和58年 4 月 1 日
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別表第 1 の 2 級の土佐清水市の項を次のように改める。

土佐清水市 宗呂小学校 平成14年 1 月 1 日

別表第 1 の 2 級の高岡郡の檮原町の項を削り、同表の 3 級の四万十市の項を次のように改める。

四万十市 藤ノ川小学校

大宮小学校

平成17年 4 月10日

平成22年 4 月 1 日

別表第 2 の吾川郡の項を次のように改める。

吾川郡 吾北小学校

三瀬中学校

平成23年 4 月 1 日

平成16年10月 1 日

別表第 3 の長岡郡の項を次のように改める。

長岡郡 穴内小学校 平成 2 年 1 月 1 日

附　則

この規則は、平成23年 4 月 1 日から施行する。

いの町

大豊町

県費負担教職員の人事評価に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

平成23年 3 月31日

高知県教育委員会委員長　小島　一久

高知県教育委員会規則第 5 号

県費負担教職員の人事評価に関する規則の一部を改正す

る規則

県費負担教職員の人事評価に関する規則（平成17年高知県教育

委員会規則第 3 号）の一部を次のように改正する。

第 1 条中「に関して、」を「の実施に関し」に改める。

第 3 条中「すべての」を「全ての」に改める。

第 4 条第 2 項中「定期評価は」を「定期評価は、条件付採用期

間中の職員以外の職員について」に、「毎年 3 月 1 日を」を「毎

年 2 月 1 日を次条第 1 項の」に改め、「、同日における評価期間

内の勤務実績が90日を超える職員（条件付採用期間中の職員を除

く。）について」を削り、同条第 3 項中「、次に定めるところに

より」を削り、同項各号を削る。

第 5 条第 1 項中「事故あるとき」を「事故があるとき」に、

「自己目標シート」を「目標設定シート」に改め、同条第 2 項中

「及び評価様式の使用区分」を削り、「掲げるとおり」を「定め

るとおり」に改め、同項の表を次のように改める。

職種

校長

副校長

教頭

主幹教諭、

指導教諭、

教諭、助教

諭、講師、

養護教諭及

び栄養教諭

補導教員

 1 次評価者

市町村教育委員会教育

長（以下「市町村教育

長」という。）が指定

する市町村教育委員会

の事務局職員

校長

校長

副校長又は教頭

補導センター等の長

 2 次評価者

市町村教育長

市町村教育長

市町村教育長

校長

市町村教育長
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は 3 月10日までに、条件評価にあっては」を削り、同条第 2 項中

「定期評価にあっては 3 月20日までに、条件評価にあっては県教

育長の」を「県教育長が」に改め、同条第 3 項中「、評価」を

「、人事評価」に改める。

第 7 条を削る。

第 8 条ただし書中「 2 年を超えることは」を「、 2 年を超える

ことが」に改め、同条を第 7 条とする。

第 9 条を第 8 条とする。

第10条中「実施について」を「実施に関し」に改め、「別に」

を削り、同条を第 9 条とする。

別記様式を次のように改める。

学校栄養職

員

学校事務職

員

指導主事

副校長、教頭又は共同

調理場の長

副校長又は教頭

市町村教育委員会の事

務局で勤務する者にあ

っては市町村教育長が

指定する市町村教育委

員会の事務局職員、県

教育委員会事務局で勤

務する者にあっては所

属の課長補佐又は次長

校長

校長

市町村教育委員会の事

務局で勤務する者にあ

っては市町村教育長、

県教育委員会事務局で

勤務する者にあっては

所属の課長又は所長

備考　 1 　市町村教育長は、校長の 1 次評価者について、当

該市町村教育委員会の組織体制等から 1 次評価者と

する適当な職員がいない場合は、県教育長に協議の

上、 1 次評価を省略することができる。

 2 　市町村教育長は、市町村の補導センター等で勤務

する補導教員、市町村の共同調理場等で勤務する学

校栄養職員又は複数の学校の事務を共同して実施す

る組織で勤務する学校事務職員の評価者について、

施設の設置状況及び管理体制、該当職員の勤務の実

態等からこの表の区分により難い場合は、県教育長

に協議の上、この表に掲げる者以外の者を評価者と

することができる。 

 3 　県教育長は、県教育委員会事務局で勤務する指導

主事の評価者について、課長補佐又は次長を置かな

い所属においては、 1 次評価を省略することができ

る。

第 5 条に次の 2 項を加える。

 3 　評価様式は、校長にあっては別記第 1 号様式に、校長以外の

職種にあっては別記第 2 号様式によるものとし、評価様式の能

力目標に係る要素、能力及び求められる水準並びに職務に取り

組む態度に係る態度及び求められる水準のそれぞれの欄に記載

する内容については、県教育長が定める。

 4 　市町村教育長は、人事評価の適正な実施を確保する上で必要

があると認めるときは、校長その他の評価者に対し、人事評価

の再実施その他の指導及び助言を行うとともに、第 1 項の目標

設定シートの市町村独自設定項目に係る目標の欄に記載する内

容について定めることができる。

第 6 条第 1 項中「人事評価書」を「前条第 1 項の人事評価書

（以下「人事評価書」という。）」に改め、「定期評価にあって
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附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、平成23年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正後の県費負担教職員の人事評価に関する

規則の規定にかかわらず、校長、副校長及び教頭以外の職員に

係る人事評価については、この規則の施行の日から平成24年 3 

月31日までの間は、なお従前の例による。

県立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償の実施に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成23年 3 月31日

高知県教育委員会委員長　小島　一久

高知県教育委員会規則第 6 号

県立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

の公務災害補償の実施に関する規則の一部を改正する規

則

県立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償の実施に関する規則（平成 8 年高知県教育委員会規則第

13号）の一部を次のように改正する。

第 1 条中「（大学を除く。次条において同じ。）」を削る。

附　則

この規則は、平成23年 4 月 1 日から施行する。

教 育 委 員 会 訓 令

高知県教育委員会訓令第 2 号

教育委員会事務局

各 教 育 機 関

高知県立学校職員の人事評価に関する規程の一部を改正する訓

令を次のように定める。

平成23年 3 月31日

高知県教育委員会委員長　小島　一久

高知県立学校職員の人事評価に関する規程の一部を改正

する訓令

高知県立学校職員の人事評価に関する規程（平成17年 3 月高知

県教育委員会訓令第 1 号）の一部を次のように改正する。

第 1 条中「に関して、」を「に関し」に改める。

第 3 条中「を除き、すべての」を「を除く全ての」に改める。

第 4 条第 2 項中「定期評価は」を「定期評価は、条件付採用期

間中の職員以外の職員について」に、「毎年 3 月 1 日を」を「毎

年 2 月 1 日を次条第 1 項の」に改め、「、同日における評価期間

中の勤務実績が90日を超える職員（条件付採用期間中の職員を除

く。）について」を削り、同条第 3 項中「、次に定めるところに

より」を削り、同項各号を削る。

第 5 条第 1 項中「事故あるとき」を「事故があるとき」に、

「自己目標シート」を「目標設定シート」に改め、同条第 2 項中

「及び評価様式の使用区分」を削り、「掲げるとおり」を「定め

るとおり」に改め、同項の表を次のように改める。

備考　 1 　特別支援学校の寮務主任又は舎監の職務に専ら従

事する教諭については、寄宿舎指導員の評価様式を

使用することができる。

 2 　市町村教育委員会教育長は、市町村の補導センタ

ー等で勤務する補導教員の評価者について、施設の

設置状況及び管理体制等からこの表の区分により難

い場合は、県教育長に協議の上、この表に掲げる者

以外の者を評価者とすることができる。

 3 　県教育長は、指導主事の評価者について、課長補

佐又は次長を置かない所属においては、 1 次評価を

省略することができる。

職種

校長

副校長、教

頭、船長及

び事務長

主幹教諭、

指導教諭、

教諭、講師

及び養護教

諭

補導教員

栄養教諭及

び学校栄養

職員

講 師 （ 実

習）、実習

助手及び寄

宿舎指導員

学校事務職

員

看護職員

技師、技能

員及び船員

指導主事

 1 次評価者

高等学校課長又は特別

支援教育課長

校長

副校長又は教頭

補導センター等の長

事務長

副校長又は教頭

事務長、副校長又は分

校教頭

事務長、副校長又は教

頭

事務長、副校長、教頭

又は船長

課長補佐又は次長

 2 次評価者

県教育長

県教育長が指定する県

教育委員会の事務局職

員

校長

市町村教育委員会教育

長

校長

校長

校長

校長

校長

課長又は所長

第 5 条に次の 2 項を加える。

 3 　評価様式は、校長にあっては別記第 1 号様式に、校長以外の

職種にあっては別記第 2 号様式によるものとし、評価様式の能

力目標に係る要素、能力及び求められる水準並びに職務に取り

組む態度に係る態度及び求められる水準のそれぞれの欄に記載

する内容については、県教育長が定める。

 4 　県教育長は、人事評価の適正な実施を確保する上で必要があ

ると認めるときは、校長に対し、人事評価の再実施その他の指

導及び助言を行うことができる。

第 6 条第 1 項中「人事評価書を、定期評価にあっては 3 月20日

までに、条件評価にあっては別に」を「前条第 1 項の人事評価書

（以下「人事評価書」という。）を県教育長が」に改め、同条第

 3 項中「、評価」を「、人事評価」に改める。

第 7 条を削る。

第 8 条ただし書中「 2 年を超えることは」を「、 2 年を超える

ことが」に改め、同条を第 7 条とする。

第 9 条を第 8 条とする。

第10条中「規則」を「規程」に、「実施について」を「実施に

関し」に改め、「別に」を削り、同条を第 9 条とする。

別記様式を次のように改める。
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附　則

（施行期日）

 1 　この訓令は、平成23年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この訓令による改正後の高知県立学校職員の人事評価に関す

る規程の規定にかかわらず、校長、副校長、教頭、船長及び事

務長以外の職員に係る人事評価については、この訓令の施行の

日から平成24年 3 月31日までの間は、なお従前の例による。

教　育　長　訓　令

高知県教育長訓令第 1 号

事　務　局

各 事 務 所

各教育機関

教育機関等の長に対する事務委任規程の一部を改正する訓令を

次のように定める。

平成23年 3 月31日

高知県教育長　中澤　卓史

教育機関等の長に対する事務委任規程の一部を改正する

訓令

教育機関等の長に対する事務委任規程（昭和46年 3 月高知県教

育長訓令第 2 号）の一部を次のように改正する。

第 2 条第 1 項第19号中「高知県用品等調達特別会計規則（昭和

32年高知県規則第22号）に規定する」を「高知県用品等調達特別

会計規則（平成23年高知県規則第 6 号）の規定により高知県用品

等調達特別会計で調達をする」に改める。

附　則

この訓令は、平成23年 4 月 1 日から施行する。

高知県教育長訓令第 2 号

教育委員会事務局

各 県 立 学 校

県立学校長に対する事務委任規程の一部を改正する訓令を次の

ように定める。

平成23年 3 月31日

高知県教育長　中澤　卓史

県立学校長に対する事務委任規程の一部を改正する訓令

県立学校長に対する事務委任規程（平成 4 年 3 月高知県教育長

訓令第 1 号）の一部を次のように改正する。

第 2 条第 1 項第20号中「高知県用品等調達特別会計規則（昭和

32年高知県規則第22号）に規定する」を「高知県用品等調達特別

会計規則（平成23年高知県規則第 6 号）の規定により高知県用品

等調達特別会計で調達をする」に改める。

附　則

この訓令は、平成23年 4 月 1 日から施行する。

教 育 長 告 示

高知県教育長告示第 1 号

学校教育法（昭和22年法律第26号）第 4 条第 1 項第 3 号の規定

により、私立幼稚園の廃止を次のとおり認可した。

平成23年 3 月31日

高知県教育長　中澤　卓史

学校名

高知聖園幼稚園

設置者名

学校法人聖心の布教

姉妹会

認可年月日

平成23年 2 月 8 日
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